
ぬ ま づ 議 会 だ よ り

�

六
月
定
例
会
の
主
な
内
容

　

第
一
回
（
六
月
）
定
例
会
は
、
六
月
十
一
日
に
招
集
さ
れ
、
六
月

二
十
八
日
ま
で
の
十
八
日
間
に
わ
た
り
開
催
し
ま
し
た
。

　

こ
の
議
会
で
は
、
平
成
十
九
年
度
補
正
予
算
議
案
等
三
十
五
件
と

議
員
提
出
議
案
四
件
を
審
議
し
、
い
ず
れ
も
原
案
の
と
お
り
議
決
し

ま
し
た
。

　

ま
た
、
十
七
人
の
議
員
に
よ
っ
て
一
般
質
問
が
行
わ
れ
、
副
市
長

の
役
割
、
技
能
五
輪
国
際
大
会
、
沼
津
駅
周
辺
総
合
整
備
事
業
、
後

期
高
齢
者
医
療
制
度
な
ど
に
つ
い
て
論
議
が
交
わ
さ
れ
ま
し
た
。

　

こ
の
議
会
の
主
な
内
容
を
紹
介
し
ま
す
。

一
般
質
問

副
市
長
の
役
割
は

問　

地
方
自
治
法
の
改
正
に
合
わ
せ
、

本
市
に
お
い
て
も
、
本
年
度
か
ら
副
市

長
制
度
が
導
入
さ
れ
た
が
、
副
市
長
へ

の
権
限
移
譲
の
内
容
と
本
制
度
導
入
に

よ
る
効
果
は
。

答　

副
市
長
制
度
は
、
地
方
公
共
団
体

が
み
ず
か
ら
の
判
断
で
そ
の
定
数
を
定

め
る
と
と
も
に
、
長
の
補
佐
な
ど
従
来

の
助
役
の
職
務
に
加
え
、
重
要
な
政
策

の
調
査
や
企
画
等
へ
積
極
的
に
参
画
す

る
こ
と
な
ど
を
可
能
と
す
る
も
の
で
あ

る
。
本
市
で
は
、
副
市
長
に
対
す
る
事

務
委
任
規
則
を
制
定
し
、
主
に
内
部
管

理
に
関
す
る
事
務
を
新
た
に
副
市
長
へ

委
任
す
る
と
と
も
に
、
支
出
負
担
行
為

に
関
す
る
副
市
長
の
決
裁
権
限
を
拡
大

す
る
な
ど
、
市
長
の
権
限
の
積
極
的
な

移
譲
を
図
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の

副
市
長
制
度
の
導
入
に
よ
り
、
積
極
的

な
政
策
立
案
、
事
務
執
行
の
迅
速
化
な

ど
、
よ
り
高
度
で
機
能
的
な
ト
ッ
プ
マ

ネ
ジ
メ
ン
ト
体
制
を
実
現
し
て
い
く
も

の
で
あ
る
。

沼
津
市
行
政
改
革
プ
ラ
ン
の�

�

進
捗
状
況
は

問　

行
政
改
革
推
進
の
た
め
、
平
成

十
八
年
三
月
に
策
定
さ
れ
た
沼
津
市
行

政
改
革
プ
ラ
ン
の
進
捗
状
況
は
。

答　

本
プ
ラ
ン
は
、
平
成
十
八
年
度
か

ら
二
十
二
年
度
ま
で
の
五
カ
年
を
計
画

期
間
と
し
て
お
り
、
事
務
事
業
の
見
直

し
を
初
め
と
す
る
三
十
九
項
目
六
十
七

件
の
改
革
を
計
画
し
て
い
る
。
平
成

十
八
年
度
は
、
公
用
車
集
中
管
理
業

務
の
臨
時
職
員
化
な
ど
、
九
件
の
改

革
が
完
了
し
、
目
標
数
値
を
上
回
る

二
億
五
千
八
百
七
十
八
万
四
千
円
の
節

減
効
果
を
上
げ
た
。
今
後
も
、
引
き
続

き
本
プ
ラ
ン
の
適
正
な
進
行
管
理
を
図

る
と
と
も
に
、
行
政
改
革
の
よ
り
一
層

の
推
進
に
努
め
て
い
く
。

政
令
指
定
都
市
実
現
に�

�

向
け
て
の
情
報
提
供
は

問　

市
民
レ
ベ
ル
で
政
令
指
定
都
市
に

向
け
た
取
り
組
み
を
活
発
に
し
て
い
く

た
め
に
、
市
民
に
対
し
政
令
指
定
都
市

実
現
に
向
け
て
の
情
報
提
供
を
進
め
て

い
く
考
え
は
。

答　

政
令
指
定
都
市
に
な
る
と
、
県
が

行
っ
て
い
る
事
務
の
多
く
が
移
譲
さ

れ
、
よ
り
身
近
な
と
こ
ろ
で
、
よ
り
利

便
性
の
高
い
行
政
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る

こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
政
令
指

定
都
市
実
現
に
よ
る
効
果
や
影
響
は
、

市
民
一
人
一
人
に
及
ぶ
も
の
で
あ
る
こ

と
か
ら
、
市
民
に
対
し
必
要
な
情
報
を

適
宜
提
供
し
、
市
民
レ
ベ
ル
で
の
議
論

を
活
発
に
し
て
い
く
こ
と
は
大
変
重
要

な
こ
と
だ
と
考
え
る
た
め
、
今
後
も
引

き
続
き
、
政
令
指
定
都
市
を
目
指
す
本

市
及
び
近
隣
市
町
の
住
民
に
対
す
る
適

切
な
情
報
提
供
に
努
め
て
い
き
た
い
と

考
え
て
い
る
。

県
東
部
の
広
域
合
併
に�

�

対
す
る
認
識
は

問　

県
の
市
町
村
合
併
推
進
構
想
に
、

県
東
部
三
市
三
町
の
組
み
合
わ
せ
が
追

加
さ
れ
た
こ
と
に
対
す
る
認
識
は
。

答　

県
が
沼
津
市
、
三
島
市
、
裾
野

市
、
函
南
町
、
清
水
町
、
長
泉
町
の
三

市
三
町
の
組
み
合
わ
せ
を
静
岡
県
市
町

村
合
併
推
進
構
想
に
追
加
し
た
こ
と

は
、
県
東
部
地
域
に
五
十
万
人
程
度
の

中
核
市
が
必
要
で
あ
る
と
の
考
え
を
明

確
に
し
た
も
の
と
し
て
評
価
し
て
い

る
。
こ
れ
ま
で
に
も
、
本
市
を
含
む
五

市
四
町
か
ら
な
る
東
部
広
域
都
市
づ
く

り
研
究
会
に
お
い
て
、
政
令
指
定
都
市

を
目
指
し
た
取
り
組
み
を
進
め
て
い
る

が
、
こ
の
三
市
三
町
の
組
み
合
わ
せ

は
、
本
研
究
会
で
合
意
し
て
い
る
段
階

的
な
合
併
の
一
つ
と
認
識
し
て
い
る
。
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理
を
図

る
と
と
も
に
、
行
政
改
革
の
よ
り
一
層

の
推
進
に
努
め
て
い
く
。

政
令
指
定
都
市
実
現
に�

�

向
け
て
の
情
報
提
供
は

問　

市
民
レ
ベ
ル
で
政
令
指
定
都
市
に

向
け
た
取
り
組
み
を
活
発
に
し
て
い
く

た
め
に
、
市
民
に
対
し
政
令
指
定
都
市

実
現
に
向
け
て
の
情
報
提
供
を
進
め
て

い
く
考
え
は
。

答　

政
令
指
定
都
市
に
な
る
と
、
県
が

行
っ
て
い
る
事
務
の
多
く
が
移
譲
さ

れ
、
よ
り
身
近
な
と
こ
ろ
で
、
よ
り
利

便
性
の
高
い
行
政
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る

こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
政
令
指

定
都
市
実
現
に
よ
る
効
果
や
影
響
は
、

市
民
一
人
一
人
に
及
ぶ
も
の
で
あ
る
こ

と
か
ら
、
市
民
に
対
し
必
要
な
情
報
を

適
宜
提
供
し
、
市
民
レ
ベ
ル
で
の
議
論

を
活
発
に
し
て
い
く
こ
と
は
大
変
重
要

な
こ
と
だ
と
考
え
る
た
め
、
今
後
も
引

き
続
き
、
政
令
指
定
都
市
を
目
指
す
本

市
及
び
近
隣
市
町
の
住
民
に
対
す
る
適

切
な
情
報
提
供
に
努
め
て
い
き
た
い
と

考
え
て
い
る
。

県
東
部
の
広
域
合
併
に�

�

対
す
る
認
識
は

問　

県
の
市
町
村
合
併
推
進
構
想
に
、

県
東
部
三
市
三
町
の
組
み
合
わ
せ
が
追

加
さ
れ
た
こ
と
に
対
す
る
認
識
は
。

答　

県
が
沼
津
市
、
三
島
市
、
裾
野

市
、
函
南
町
、
清
水
町
、
長
泉
町
の
三

市
三
町
の
組
み
合
わ
せ
を
静
岡
県
市
町

村
合
併
推
進
構
想
に
追
加
し
た
こ
と

は
、
県
東
部
地
域
に
五
十
万
人
程
度
の

中
核
市
が
必
要
で
あ
る
と
の
考
え
を
明

確
に
し
た
も
の
と
し
て
評
価
し
て
い

る
。
こ
れ
ま
で
に
も
、
本
市
を
含
む
五

市
四
町
か
ら
な
る
東
部
広
域
都
市
づ
く

り
研
究
会
に
お
い
て
、
政
令
指
定
都
市

を
目
指
し
た
取
り
組
み
を
進
め
て
い
る

が
、
こ
の
三
市
三
町
の
組
み
合
わ
せ

は
、
本
研
究
会
で
合
意
し
て
い
る
段
階

的
な
合
併
の
一
つ
と
認
識
し
て
い
る
。

ぬ ま づ 議 会 だ よ り

�

六
月
定
例
会
の
主
な
内
容

　

第
一
回
（
六
月
）
定
例
会
は
、
六
月
十
一
日
に
招
集
さ
れ
、
六
月

二
十
八
日
ま
で
の
十
八
日
間
に
わ
た
り
開
催
し
ま
し
た
。

　

こ
の
議
会
で
は
、
平
成
十
九
年
度
補
正
予
算
議
案
等
三
十
五
件
と

議
員
提
出
議
案
四
件
を
審
議
し
、
い
ず
れ
も
原
案
の
と
お
り
議
決
し

ま
し
た
。

　

ま
た
、
十
七
人
の
議
員
に
よ
っ
て
一
般
質
問
が
行
わ
れ
、
副
市
長

の
役
割
、
技
能
五
輪
国
際
大
会
、
沼
津
駅
周
辺
総
合
整
備
事
業
、
後

期
高
齢
者
医
療
制
度
な
ど
に
つ
い
て
論
議
が
交
わ
さ
れ
ま
し
た
。

　

こ
の
議
会
の
主
な
内
容
を
紹
介
し
ま
す
。

一
般
質
問

副
市
長
の
役
割
は

問　

地
方
自
治
法
の
改
正
に
合
わ
せ
、

本
市
に
お
い
て
も
、
本
年
度
か
ら
副
市

長
制
度
が
導
入
さ
れ
た
が
、
副
市
長
へ

の
権
限
移
譲
の
内
容
と
本
制
度
導
入
に

よ
る
効
果
は
。

答　

副
市
長
制
度
は
、
地
方
公
共
団
体

が
み
ず
か
ら
の
判
断
で
そ
の
定
数
を
定

め
る
と
と
も
に
、
長
の
補
佐
な
ど
従
来

の
助
役
の
職
務
に
加
え
、
重
要
な
政
策

の
調
査
や
企
画
等
へ
積
極
的
に
参
画
す

る
こ
と
な
ど
を
可
能
と
す
る
も
の
で
あ

る
。
本
市
で
は
、
副
市
長
に
対
す
る
事

務
委
任
規
則
を
制
定
し
、
主
に
内
部
管

理
に
関
す
る
事
務
を
新
た
に
副
市
長
へ

委
任
す
る
と
と
も
に
、
支
出
負
担
行
為

に
関
す
る
副
市
長
の
決
裁
権
限
を
拡
大

す
る
な
ど
、
市
長
の
権
限
の
積
極
的
な

移
譲
を
図
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の

副
市
長
制
度
の
導
入
に
よ
り
、
積
極
的

な
政
策
立
案
、
事
務
執
行
の
迅
速
化
な

ど
、
よ
り
高
度
で
機
能
的
な
ト
ッ
プ
マ

ネ
ジ
メ
ン
ト
体
制
を
実
現
し
て
い
く
も

の
で
あ
る
。

沼
津
市
行
政
改
革
プ
ラ
ン
の�

�

進
捗
状
況
は

問　

行
政
改
革
推
進
の
た
め
、
平
成

十
八
年
三
月
に
策
定
さ
れ
た
沼
津
市
行

政
改
革
プ
ラ
ン
の
進
捗
状
況
は
。

答　

本
プ
ラ
ン
は
、
平
成
十
八
年
度
か

ら
二
十
二
年
度
ま
で
の
五
カ
年
を
計
画

期
間
と
し
て
お
り
、
事
務
事
業
の
見
直

し
を
初
め
と
す
る
三
十
九
項
目
六
十
七

件
の
改
革
を
計
画
し
て
い
る
。
平
成

十
八
年
度
は
、
公
用
車
集
中
管
理
業

務
の
臨
時
職
員
化
な
ど
、
九
件
の
改

革
が
完
了
し
、
目
標
数
値
を
上
回
る

二
億
五
千
八
百
七
十
八
万
四
千
円
の
節

減
効
果
を
上
げ
た
。
今
後
も
、
引
き
続

き
本
プ
ラ
ン
の
適
正
な
進
行
管
理
を
図

る
と
と
も
に
、
行
政
改
革
の
よ
り
一
層

の
推
進
に
努
め
て
い
く
。

政
令
指
定
都
市
実
現
に�

�

向
け
て
の
情
報
提
供
は

問　

市
民
レ
ベ
ル
で
政
令
指
定
都
市
に

向
け
た
取
り
組
み
を
活
発
に
し
て
い
く

た
め
に
、
市
民
に
対
し
政
令
指
定
都
市

実
現
に
向
け
て
の
情
報
提
供
を
進
め
て

い
く
考
え
は
。

答　

政
令
指
定
都
市
に
な
る
と
、
県
が

行
っ
て
い
る
事
務
の
多
く
が
移
譲
さ

れ
、
よ
り
身
近
な
と
こ
ろ
で
、
よ
り
利

便
性
の
高
い
行
政
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る

こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
政
令
指

定
都
市
実
現
に
よ
る
効
果
や
影
響
は
、

市
民
一
人
一
人
に
及
ぶ
も
の
で
あ
る
こ

と
か
ら
、
市
民
に
対
し
必
要
な
情
報
を

適
宜
提
供
し
、
市
民
レ
ベ
ル
で
の
議
論

を
活
発
に
し
て
い
く
こ
と
は
大
変
重
要

な
こ
と
だ
と
考
え
る
た
め
、
今
後
も
引

き
続
き
、
政
令
指
定
都
市
を
目
指
す
本

市
及
び
近
隣
市
町
の
住
民
に
対
す
る
適

切
な
情
報
提
供
に
努
め
て
い
き
た
い
と

考
え
て
い
る
。

県
東
部
の
広
域
合
併
に�

�

対
す
る
認
識
は

問　

県
の
市
町
村
合
併
推
進
構
想
に
、

県
東
部
三
市
三
町
の
組
み
合
わ
せ
が
追

加
さ
れ
た
こ
と
に
対
す
る
認
識
は
。

答　

県
が
沼
津
市
、
三
島
市
、
裾
野

市
、
函
南
町
、
清
水
町
、
長
泉
町
の
三

市
三
町
の
組
み
合
わ
せ
を
静
岡
県
市
町

村
合
併
推
進
構
想
に
追
加
し
た
こ
と

は
、
県
東
部
地
域
に
五
十
万
人
程
度
の

中
核
市
が
必
要
で
あ
る
と
の
考
え
を
明

確
に
し
た
も
の
と
し
て
評
価
し
て
い

る
。
こ
れ
ま
で
に
も
、
本
市
を
含
む
五

市
四
町
か
ら
な
る
東
部
広
域
都
市
づ
く

り
研
究
会
に
お
い
て
、
政
令
指
定
都
市

を
目
指
し
た
取
り
組
み
を
進
め
て
い
る

が
、
こ
の
三
市
三
町
の
組
み
合
わ
せ

は
、
本
研
究
会
で
合
意
し
て
い
る
段
階

的
な
合
併
の
一
つ
と
認
識
し
て
い
る
。

�

人
々
が
集
う
回
遊
ス
ポ
ッ
ト
の
創
出
と

そ
の
連
携
に
努
め
、
沼
津
駅
周
辺
の
回

遊
性
向
上
を
図
っ
て
い
く
。

新
地
方
公
会
計
制
度�

�

に
つ
い
て
の
考
え
は

問　

総
務
省
か
ら
平
成
十
八
年
五
月
に

新
地
方
公
会
計
制
度
研
究
会
報
告
書
が

出
さ
れ
、
原
則
と
し
て
、
国
の
作
成
基

準
に
準
拠
し
、
企
業
会
計
の
考
え
方
の

導
入
を
図
り
、
財
務
四
表（
貸
借
対
照

表
・
行
政
コ
ス
ト
計
算
書
・
資
金
収
支

計
算
書
・
純
資
産
変
動
計
算
書
）
の
整

備
や
、
地
方
公
共
団
体
本
体
及
び
関
連

団
体
を
含
む
連
結
ベ
ー
ス
で
公
会
計
の

整
備
に
取
り
組
む
こ
と
が
明
示
さ
れ
た

が
、
①
新
地
方
公
会
計
制
度
に
対
す
る

考
え
は
。
②
本
市
に
お
け
る
普
通
会
計

と
公
営
企
業
会
計
等
の
会
計
以
外
に
連

結
対
象
と
な
っ
て
い
る
関
連
団
体
は
。

答　

①
本
制
度
は
財
政
情
報
に
加
え
、

資
産
・
債
務
の
状
況
が
よ
り
わ
か
り
や

す
い
も
の
と
な
る
こ
と
か
ら
、
財
政
情

報
の
透
明
性
を
高
め
、
健
全
な
行
財
政

運
営
に
役
立
つ
も
の
と
考
え
て
い
る
。

②
連
結
対
象
と
な
る
関
連
団
体
と
し
て

は
、
一
部
事
務
組
合
と
し
て
伊
豆
市
沼

津
市
衛
生
施
設
組
合
と
駿
豆
学
園
管
理

組
合
、
地
方
三
公
社
と
し
て
沼
津
市
土

地
開
発
公
社
、
第
三
セ
ク
タ
ー
等
と
し

て
沼
津
ま
ち
づ
く
り
株
式
会
社
や
財
団

法
人
沼
津
市
振
興
公
社
な
ど
の
団
体
が

あ
る
。

情
報
公
開
請
求
へ
の
対
応
は

問　

情
報
公
開
請
求
に
対
す
る
情
報
提

供
の
考
え
は
。

答　

情
報
公
開
請
求
に
お
い
て
、
そ
の

情
報
を
開
示
す
る
か
否
か
は
請
求
さ
れ

た
情
報
を
保
管
す
る
部
署
が
沼
津
市
情

報
公
開
条
例
に
基
づ
き
、
個
別
・
具
体

的
に
判
断
し
て
い
る
。
情
報
公
開
制
度

に
お
い
て
は
、
市
民
の
知
る
権
利
を
保

障
す
る
一
方
、
個
人
に
関
す
る
情
報
は

不
開
示
と
し
て
、
個
人
の
権
利
、
利
益

を
最
大
限
に
保
護
す
る
こ
と
と
な
っ
て

お
り
、
情
報
提
供
を
行
う
場
合
に
も
考

慮
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
今

後
も
情
報
公
開
に
つ
い
て
新
し
い
事
例
、

判
例
な
ど
の
検
討
・
調
査
や
関
係
部
署

へ
の
情
報
提
供
等
を
通
じ
て
、
開
か
れ

た
市
政
を
目
指
し
て
情
報
公
開
を
進
め

て
い
く
。

Ｎ
Ｐ
Ｏ
に
対
す
る
支
援
策
の�

�

成
果
と
今
後
の
取
り
組
み
は

問　

①
こ
れ
ま
で
の
Ｎ
Ｐ
Ｏ
に
対
す
る

支
援
策
と
そ
の
成
果
は
。
②
本
市
と
Ｎ

Ｐ
Ｏ
と
の
協
働
に
つ
い
て
の
今
後
の
取

り
組
み
は
。

答　

①
平
成
十
六
年
十
月
の
沼
津
市
Ｎ

Ｐ
Ｏ
セ
ン
タ
ー
開
設
以
来
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法

人
の
設
立
及
び
運
営
に
関
す
る
相
談
や

各
種
講
座
の
開
催
等
の
支
援
を
行
う
中

で
、
当
初
二
十
五
団
体
で
あ
っ
た
市
内

の
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
が
四
十
八
団
体
に
増

加
す
る
な
ど
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
の
拡
大
と

育
成
に
成
果
を
挙
げ
て
き
た
。
②
今
後

も
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
の
活
動
に
対
す
る
市

民
の
理
解
を
深
め
る
と
と
も
に
、
Ｎ
Ｐ

Ｏ
法
人
の
育
成
支
援
に
努
め
る
中
で
、

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
と
行
政
と
の
間
で
情
報
を

共
有
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
特
徴
を
生
か
し

な
が
ら
協
働
を
推
進
し
、
地
域
課
題
等

の
解
決
に
努
め
て
い
く
。

�
沼
津
駅
周
辺
の
回
遊
性
は

問　

Ｊ
Ｒ
沼
津
駅
周
辺
で
の
回
遊
性
向

上
を
図
る
た
め
に
は
。

答　

ま
ち
を
人
々
が
回
遊
す
る
た
め
に

は
、
ま
ち
の
中
に
に
ぎ
わ
い
拠
点
が
幾

つ
も
点
在
し
、
こ
れ
ら
が
有
機
的
に
連

携
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
考
え
る
。

本
市
で
は
こ
れ
ま
で
も
Ｂ
ｉ
Ｖ
ｉ
沼
津
、

キ
ラ
メ
ッ
セ
ぬ
ま
づ
を
中
心
と
し
た

駅
北
口
の
一
体
的
な
整
備
や
、
南
口
駅

前
広
場
や
あ
ま
ね
ガ
ー
ド
か
ら
つ
な
が

る
歩
行
者
道
路
を
初
め
と
し
た
駅
南
口

の
周
辺
環
境
の
整
備
が
行
わ
れ
た
。
今

後
に
お
い
て
も
、
現
在
策
定
を
進
め
て

い
る
新
中
心
市
街
地
活
性
化
基
本
計
画

の
も
と
、
関
係
団
体
や
市
民
と
協
働
し
、

▲にぎわい拠点の一体的な整備が進む
ＪＲ沼津駅北口　　　　　　　　

▲本年 4 月から沼津市ＮＰＯセンターの機能が移転
　したぬまづ健康福祉プラザ「サンウェルぬまづ」


